
                                        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

国庁屋敷
こくちょうやしき

･
・

厳島国府上卿屋敷
いつくしまこふしょうけいやしき

・田所屋敷・阿岐国造家
あ きこ く そ うけ

 

厳島遙拝所［(国廳神社･槻瀬明神)］ 大黒社 

出典･天保十三年正月版行 藝州厳島図會(絵)巻之四  府中上
しょう

卿
けい

田所氏  

広島県重要文化財紙本墨書田所文書(安芸国衙領
こくがりょう

注進状一巻・沙弥譲状
しゃみゆずりじょう

一巻)所蔵 

阿

岐

国

造

家

あ
き
こ
く
そ
う
け

の
田
所
氏
(
本
姓
佐
伯
)
は
、

天

湯

津

彦

命

あ
ま
の
ゆ
つ
ひ
こ
の
み
こ
と

五
世
の
孫
阿

岐

あ
き
の 

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

・

飽

速

玉

命

あ
き
は
や
た
ま
の
み
こ
と

の
後
裔
で
あ
る
。
律
令
制
に
お
い
て
、
今
の
広
島
市
佐 

伯
区
三
宅
町
の
田
所
屋
敷
跡
に
て
譜
代
の
佐
伯
郡
司
を
世
襲
し
た
。 『
国
史
大
辞
典
』
第
一
巻
九
一
頁
に
よ 

る
と
、
安

芸

国

あ
き
の
く
に

の
国
衙
は
安
芸
郡
府
中
町
に
国
庁
屋
敷
と
呼
ば
れ
る
区
画
が
あ
る
の
が
、
そ
の
遺
跡 

と
思
わ
れ
、
そ
の
東
方
に
惣
社
と
呼
ぶ
神

祠

し
ん
し

が
明
治
四
年(

一
八
七
一)

 

ま
で
鎮
座
し
た
。
明
治
四
年 

(

一
八
七
一)

は
誤
り
、
正
し
く
は
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
で
あ
る
。 『
国
史
大
辞
典
』
第
一
四
巻
六
八
八
頁 

に
よ
る
と
、
留
守
所
は
古
代
末
期
か
ら
中
世
前
期
に
か
け
て
諸
国
の
国
衙
に
置
か
れ
た
行
政
機
関
。
国
司 

の
代
官
で
あ
る
目
代
が
在
庁
官
人
を
指
揮
し
て
国
の
行
政
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。『
国
史
大
辞
典
』
第
一 

四
巻
三
四
五
頁
に
よ
る
と
、

遙
よ
う

任
に
ん

と
い
っ
て
、
令
制
の
地
方
官
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
、
赴
任
執
務
す 

る
の
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
。 
『
国
史
大
辞
典
』
第
九
巻
二
三
六
頁
に
よ
る
と
、
田
所
と
は
、
平
安
時
代
以 

後
、
国
衙
に
置
か
れ
た
在
庁
所
の
一
つ
。
田
所
を
構
成
す
る
官
人
の
肩
書
き
は
目
代
・

惣
そ
う

大

判

官

だ
い
は
ん
が
ん 

代
だ
い

や

書
し
ょ

生
せ
い

職
し
き

な
ど
、
有
力
な
在
庁
官
人
に
ま
か
せ
ら
れ
た
た
め
、
｢
田

所

た
ど
こ
ろ

職
し
き

｣」
の
名
称 

に
あ
る
よ
う
に

家

職

か
し
ょ
く

と
し
て
世
襲
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
国
衙
田
所
は
、
国
司
に
国

図

こ
く
ず

と
照
合 

し
、

朱

書

し
ゅ
し
ょ

で
国
司
に

勘

合

か
ん
ご
う

注

申

ち
ゅ
う
し
ん

す
る
。
田
所
に
よ
る

坪

付

つ
ぼ
つ
け

（
田

積

た
せ
き

）
の 

朱

注

し
ゅ
ち
ゅ
う

作
業
の
結
果
を
田
所
｢
丹

た
ん

勘
か
ん

｣
と
呼
ぶ
。
社
寺
な
ど
不
輸

ふ
ゆ

免
田
を
国
衙
に
認
定
し
て
も
ら 

う
際
、
田
所
が
作
成
す
る

勘
か
ん

文
も
ん

は
、
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。

昌

泰

し
よ
う
た
い

三
年(

九
〇
〇)

頃
、
田 

所
(
佐
伯
)
資

す
け

隆
た
か

は
、
朝
廷
よ
り

佐

西

使

度

使

さ
さ
い
よ
ど
の
つ
か
い 

・
田
所
執

事

し
つ
じ

職
し
き

の
免
状
を
賜
り
、
今
の 

広
島
市
佐
伯
区
三
宅
町
の
田
所
屋
敷
跡
よ
り
安
芸
国
庁
屋
敷
に
赴
任
し
た
。
そ
の
後
田
所
氏
は
在
庁
官
人 

を
世
襲
し
た
。
安
芸
国
で
は
、
万
寿
四
年(

一
〇
二
七)

頃
か
ら
田
所
氏
は
田
所

信

職

の
ぶ
も
と

の
時
代
以
降
、 

惣
そ
う

判

官

代

は
ん
が
ん
だ
い

等
の
有
力
在
庁
官
人
を
世
襲
し
た
。 
『
田
所
文
書
』
に
数
十
町
歩
の
所
領
、
数
十
人 

に
及
ぶ
所
従
な
ど
、
在
庁
官
人
田
所
氏
の
財
産
の
注
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
在
庁
屋
敷
(
国
庁
屋
敷
)
合
計 

二
丁
六
反
。
厳
島
遙
拝
所
｢
国

庁

こ
く
ち
ょ
う

神
社 
・

槻

瀬

明

神

つ
き
の
せ
み
ょ
う
じ
ん(

２)

｣
は
国
庁
屋
敷
に
社
を
設
け
、 

庁
員
一
同
、
朝
夕
礼
拝
し
た
。『
田
所
文
書
』
に
国
庁
社
(
国
庁
神
社
)
造
立
免
、
合
計
一
丁
五
反
。
国
司
は 

｢
国
司
庁
宣
｣
に
よ
り
目
代
の
派
遣
を
告
げ
、
目
代
と
在
庁
官
人
の
連
署
の
｢
留
守
所

下

文

く
だ
し
ぶ
み

｣
に
よ
り 

国
内
統
治
機
能
を
果
た
し
た
。
田
所
の
責
任
者
は
有
力
な
在
庁
官
人
が
任
せ
ら
れ
た
た
め
安
芸
国
で
は
、 

田

所

た
ど
こ
ろ

職
し
き

の
名
称
に
あ
る
よ
う
に
家
職
と
し
て
世
襲
さ
れ
た
。
治

承

じ
し
ょ
う

三
年
(
一
一
七
九
)
よ
り
厳 

島
神
社
・
惣
社
・
松
崎
別
宮
の

初

申

は
つ
さ
る

神
事
が
朝
廷
よ
り
奉
幣
使
を
迎
え
て
行
わ
れ
、
後
に
田
所
氏
が 

安
芸
国
の

国
こ
く

祭
さ
い(

３)

と
し
て
、
奉
幣
使
そ
の
後
、
定
勅
使
祭
主
を
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)ま
で
世
襲
し 

た
。
厳
島
国
府

こ
ふ

上

卿

し
ょ
う
け
い

屋
敷
の

厳

島

遙

拝

所

い
つ
く
し
ま
よ
う
は
い
し
ょ

は
奉
幣
使
と
定
勅
使
祭
主
の
神
殿
で
あ 

る
。
田
所
明
神
社
は
、
最
後
の
正
三
位
上
厳
島
神
社
両
度

初

申

は
つ
さ
る

の
御
神
事
定
勅
使

国

府

上

こ
ふ
し
ょ
う

卿
け
い 

役
祭
主
兼
府
中
村
南
八
幡
別
宮
北

惣

社

そ
う
し
ゃ

も
厳
島
と
同
様
定
勅
使
祭
主
で
、
後
の
多
家
神
社
社
司
(
宮 

司
)
田
所
元
善
（
竹
槌
）
に
よ
り
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
一
一
月
、
厳
島
遙
拝
所
「

国

廳

こ
く
ち
ょ
う

神 

社
･
槻

瀬

明

神

つ
き
の
せ
み
ょ
う
じ
ん

」
と
大
黒
社
の
三
社
の
御
祭
神
を
合
祀
さ
れ
、
厳
島
国こ
府ふ

上

卿

し
ょ
う
け
い

屋
敷 

に
、
田
所
明
神
社
と
し
て
再
建
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
田
所
明
神
社
は
平
成
十
年
(
一
九
九
八
)
十
月
厳
島
国こ 

府ふ

上

卿

し
ょ
う
け
い

屋
敷
の
現
在
地
に
、
宮
司 

田
所
恒
之
輔
が
自
主
再
建
し
た
。
宗
教
法
人
で
は
な
い
単
立 

神
社
で
あ
る
。
田
所
家
は
安
芸
国
第
一
の
旧
家
で
あ
る
。 

注(
１)

正
し
く
は
、｢

天
湯
津
彦
命
と
安
藝
国
府
の
歴
史｣

七
一
頁 

最
後
の
厳
島
神
社
定
勅
使
祭
主
田
所 

元
善
竹
槌
履
歴
書
に｢

明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
を
最
後
に
初
申
神
事
厳
島
神
社
旧
神
職
一
同
廃
止
セ
ラ 

ル｣

と
あ
る
。 

注(

２)

槻

瀬

明

神

つ
き
の
せ
み
ょ
う
じ
ん

の
神
階
は
、 『
芸
藩
通
志
』
名
神
考
巻
二
、
五
三
二
頁
に
よ
る
と
、
安
芸
国 

神
名
帳
に

槻

瀬

明

神

つ
き
の
せ
み
ょ
う
じ
ん

正
二
位
五
前
の
位
階
と
あ
る
。
｢
田
所
氏
の
宅
後
に
神
石
あ
り
、
つ
き 

の
か
み
と
称
し
て
、
毎
年
正
月
三
日
十
二
月
晦
日
、
燈
を
献
じ
て
之
を
祭
る
｣ 

注(

３)

国
こ
く

祭
さ
い

と
は 
『
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻
六
三
一
頁 

官
祭
に
対
し
て
、
国
司
が
主
と
な
っ
て
執 

行
す
る
祭
儀
と
し
て
の｢

国
祭｣

が
見
ら
れ
る
。 

 

 

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
『
楓ふ

う

軒け
ん

文

書

も
ん
じ
ょ

纂さ
ん

』
厳
島
神
社
定
勅
使
祭
主
田
所
主
税
元
教
家
文
書
所
収 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
『
楓
軒
文
書
纂
』
厳
島
神
社
定
勅
使
祭
主
田
所
伊
織
元
俊
家
文
書
所
収 

広
島
県
重
要
文
化
財
紙
本
墨
書
『
田
所
文
書
』
(安
芸
國

衙

領

こ
く
が
り
ょ
う

注
進
状
一
巻･

沙

弥

譲

状

し
ゃ
み
ゆ
ず
り
じ
ょ
う

一
巻)

所
蔵 

 

田
所
古
墳(

三
宅
田
所
古
墳)(

昭
和
五
年
大
片

氏
居
宅
前
畑
の
角
下
よ
り
七
世
紀
後
半
で
古

墳
時
代
の
須
恵
器
が
発
掘
さ
れ
た) (

非
公
開) 

田
所
古
墳(

三
宅
田
所
古
墳)

出
土
品(

非
公
開) 

大
片
氏
所
蔵
の
須
恵
器(

大
片
氏
所
有
の
畑
よ

り
昭
和
五
年
発
掘)

︒
横
田
禎
昭
名
誉
教
授
の
鑑

定
に
よ
る
と
田
所
古
墳
の
出
土
品
︑
七
世
紀
後

半
の
須
恵
器
の
横
瓶

よ
こ
べ

と
︑
左
が
須
恵
器
の
平
瓶

ひ
ら
べ

︒ 

﹃
五
日
市
町
史
﹄
上
巻
古
墳
文
化
と
田
所
屋
敷 

一
︑
古
墳
と
そ
の
遺
物 

三
宅
田
所
古
墳 

一
三
八
頁
︑
一
三
九
頁
に
よ

る
と
︑
三
宅
の
宮
島
ゴ
ル
フ
場(

宮
島
カ
ン
ツ
リ

ー
倶
楽
部
五
日
市
コ
ー
ス)

を
造
成
し
た
と
き

に
︑
大
片
邸
よ
り
西
に
五
〇
ⅿ
の
地
点
か
ら
古

墳
が
見
つ
か
り
︑
鉄
鏃
等
が
多
く
発
見
さ
れ
た

と
い
う
︒ 

田所氏(佐伯氏)と西国街道の歴史 

昭
和
三
七
年
頃
の
田
所
屋
敷
跡

(

宮
島
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
五
日

市
コ
ー
ス
の
一
部) 

五
日
市
町
史
上
巻
古
墳
文
化
と
田

所
屋
敷
一
四
三
頁
に
よ
る
と 

田
所
屋
敷 

田
所
は
田
荘
と
も
書
き
大
化
の
改

新
以
前
の
大
和
の
豪
族
も
し
く
は

豪
族
の
地
方
に
お
け
る
土
地
の
所

有
形
態
で
︑
天
皇･

皇
族
の
所
有
地

が
屯
倉
と
い
っ
た
の
に
対
し
︑
豪

族
の
所
有
地
を
田
荘
と
い
っ
た
︒ 

 

国
庁

こ
く
ち
ょ
う

屋
敷

や
し
き

・
厳
島
国
府
上
卿
屋
敷

い
つ
く
し
ま
こ
ふ
け
い
や
し
き

・
田
所
明
神
社
・
田
所
屋
敷
・
阿
岐
国
造
家

あ
き
こ
く
そ
う
け 

田
所
古
墳
周
辺
の
出
土
品(

非
公

開) 写
真
は
昭
和
三
七
年
頃
の
大
片
氏

居
宅
前
畑
の
畑
よ
り
発
掘
︒ 

右
か
ら
佐
々
木
晋
氏 

中
村
宗
平
氏 

児

玉
静
人
氏(

児
玉
氏
宅
に
て)

︒三
氏
の
皆
様

の
御
協
力
で
︑
こ
れ
ら
の
資
料
が
出
来
た
︒

又
佐
々
木
晋
氏
の
記
録
さ
れ
た
写
真
と
裏

書
き
に
よ
り
︑
昭
和
三
七
年
頃
の
宮
島
カ

ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
五
日
市
コ
ー
ス
前
方
の

田
所
屋
敷
跡
や
︑
田
所
古
墳
や
三
宅
古
墳

の
記
録
が
残
さ
れ
た
︒ 

こ
れ
ら
の
資
料
を
田
所
恒
之
輔
が
編
集
し

た
︒ 

三
宅
古
墳(

バ
イ
パ
ス
工
事
で
三
宅
古
墳
が
破
壊
さ
れ
る
前
の
姿) 

 
 

 
 

 
 

写
真
は
昭
和
三
七
年
頃
︒
左
が
中
村
宗
平
氏
と
右
が
佐
々
木
晋
氏
︒ 

﹃
五
日
市
町
史
﹄
上
巻
古
墳
文
化
と
田
所
屋
敷 

三
宅
古
墳
一
三
四
頁
︑一
三
五
頁
に
よ
る
と
︑
観
音
三
宅
に
住
む
青

木
信
氏
の
所
有
田
に｢

一
ツ
火｣

の
伝
説
が
あ
り
︑
一･

四
ⅿ
の
石
碑

が
立
っ
て
い
た
︒ 

昭
和
四
五
年
八
月
二
十
九
日
こ
の
土
地
が
バ
イ
パ
ス
用
地
な
る
と

予
定
さ
れ
た
た
め
︑
こ
の
石
碑
を
移
転
す
る
工
事
を
始
め
た
と
こ

ろ
︑
幅
一
ⅿ
︑
長
さ
二
ⅿ
の
か
ぎ
型
の
組
石
を
発
見
し
た
︒
そ
の

か
ぎ
型
の
中
央
付
近
よ
り
高
さ
二
五
㎝
の
須
恵
器
の
坩か
ん

が
横
た
わ

り
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
中
心
に
し
て
︑
刀
身
が
三
角
形
に
な
ら
べ
ら

れ
︑
付
近
か
ら
鉄
鏃(

や
じ
り)

や
馬
の
轡
（
く
つ
わ
）
一
部
な
ど

を
発
見
し
た
︒
須
恵
器
の
坩
に
は
高
杯
の
こ
わ
れ
た
台
で
じ
ょ
う

ず
に
蓋
が
し
て
あ
っ
た
︒
坩
の
中
に
は
人
骨
と
と
も
に
金
環
一

個･

銀
環
二
個･

水
晶
の
勾
玉
一
個･

切
子
一
個･

瑪
瑙
（
め
の
う
）
製

の
菅
玉
二
個･

ガ
ラ
ス
製
の
小
玉
一
個
が
出
土
し
た
︒
刀
は
直
刀

で
五
〇
㎝
な
い
し
八
〇
㎝
の
二
本
分
で
赤
く
錆
び
付
い
て
い
た
︒

馬
具
は
轡
（
く
つ
わ
）
の
一
部
鉄
製
で
あ
る
︒
こ
の
埋
蔵
は
後
期

古
墳
で
あ
る
横
穴
式
古
墳
で
あ
っ
た
も
の
を
︑
い
つ
の
世
に
か
開

墾
し
て
田
地
に
す
る
た
め
発
掘
し
︑
破
壊
し
た
も
の
を
人
骨･

副

葬
品
な
ど
再
埋
葬
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
︒ 

又
再
埋
葬
し
た
当
時
の
物
か
宋
時
代
の
中
国
製
の
青
磁
の
破
片
が

付
近
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
︒ 

写
真
は
三
宅
古
墳
の
出
土
品
︒ 

金
環
一
個･

銀
環
二
個･

水
晶
の
勾
玉

一
個･

切
子
一
個･

瑪
瑙

め
の
う 
製
の
菅
玉
二

個･

ガ
ラ
ス
製
の
小
玉
一
個
︒ 

広
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
所
蔵 

 右
の
写
真
は
三
宅
古
墳
の
出
土
品
︒ 

鉄
刀
と
鉄
鏃
や
じ
り

等
︒ 

広
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
所
蔵 

詳
細
は
田
所
明
神
社
公
式
サ
イ
ト 

右
の
写
真
は
昭
和
三
七
年
頃
︒
宮

島
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
五
日
市

コ
ー
ス
前
方
の
林
が
田
所
屋
敷

跡
︒ 

下
の
写
真
は
昭
和
三
七

年
頃
︒
宮
島
カ
ン
ツ
リ

ー
倶
楽
部
五
日
市
コ
ー

ス
前
方
の
林
が
田
所
屋

敷
跡
︒ 

昭
和
三
七
年
頃
の 

三
宅
古
墳
遠
景 

三
宅
古
墳
の
土
師
器(

高
坏

た
か
つ
き) 

広
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
所
蔵 

   

 

馬
の
轡

く
つ
わ

の
一
部
の
引
手 

広
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
所
蔵 

 

左
前
方
の
電
柱
の
位
置
で
田
所
古
墳

の
須
恵
器
が
出
土(

非
公
開) 

三
宅
古
墳
の
土 

広
島
県

立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
所
蔵 

 

三
宅
古
墳
の
須
恵
器
の
坩か

ん 

広
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
所
蔵 

 


	昭和四五年八月二十九日この土地がバイパス用地なると予定されたため、この石碑を移転する工事を始めたところ、幅一㍍、長さ二㍍のかぎ型の組石を発見した。そのかぎ型の中央付近より高さ二五㎝の須恵器のが横たわり、さらにそれを中心にして、刀身が三角形にならべられ、付近から鉄鏃(やじり)や馬の轡（くつわ）一部などを発見した。須恵器の坩には高杯のこわれた台でじょうずに蓋がしてあった。坩の中には人骨とともに金環一個･銀環二個･水晶の勾玉一個･切子一個･瑪瑙（めのう）製の菅玉二個･ガラス製の小玉一個が出土した。刀は直...

